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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

回次 第33期中 第34期中 第35期中 第33期 第34期

会計期間

自令和２年
　１月１日
至令和２年
　６月30日

自令和３年
　１月１日
至令和３年
　６月30日

自令和４年
　１月１日
至令和４年
　６月30日

自令和２年
　１月１日
至令和２年
　12月31日

自令和３年
　１月１日
至令和３年
　12月31日

売上高 (千円) 158,197 212,237 236,159 449,255 560,249

経常利益又は経常損失（△） (千円) △57,669 △26,671 △10,587 △28,478 42,792

当期純利益又は中間（当期）純損

失（△）
(千円) △58,841 △27,010 △10,858 △30,823 42,055

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － － － －

資本金 (千円) 765,775 765,775 30,000 765,775 30,000

発行済株式総数 (株) 248,950 248,950 248,950 248,950 248,950

純資産額 (千円) 830,994 832,001 890,209 859,012 901,067

総資産額 (千円) 1,457,883 1,488,598 1,569,561 1,571,016 1,600,894

１株当たり純資産額 (円) 3,338.89 3,342.94 3,576.81 3,451.47 3,620.44

１株当たり当期純利益金額又は１

株当たり中間(当期)純損失金額

（△）

(円) △236.42 △108.52 △43.62 △123.84 168.97

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額
(円) － － － － －

１株当たり配当額 (円) － － － － －

自己資本比率 (％) 57.0 55.8 56.7 54.6 56.2

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
(千円) △48,041 △49,375 33,820 29,311 23,434

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
(千円) △16,055 △10,604 △18,451 △28,192 △20,614

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
(千円) 30,000 20,000 △12,000 40,000 20,000

現金及び現金同等物の中間期末

(期末)残高
(千円) 16,889 52,127 118,296 92,106 114,926

従業員数
(人)

43 39 40 40 38

（外、平均臨時雇用者数） （57） （58） （60） （60） （59）

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、１株当たり中間（当期）純損失金額であ

り、また、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３．当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は、記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

３【関係会社の状況】

　当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

令和４年６月30日現在
 

従業員数 40(60)人

　（注）１.従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間会計期間の平均人員を（　）内に外数で記載しておりま

す。

２.当社は、ゴルフ場事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数は記載しておりません。

 

(2）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1）経営方針

　当社は、株主会員制のゴルフ場として、会員を主体とした運営を行い、世界に通用するプライベートクラブを目指

しております。

 

(2）経営環境

　ゴルフ業界は少子高齢化によるゴルフ人口の減少により、ゴルフ市場の縮小が懸念されております。

　また、景気の変動や気象条件にも影響を受けやすく、依然として厳しい状況にあります。

 

(3）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間会計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の第一の課題は引き続き来場者の確保でありま

す。

　コロナ禍において蜜を避けられるスポーツとして注目を集め、ゴルフへの関心が高まったことで来場者が増加して

おりますが、今後、経済活動や海外渡航が正常化していく中で、来場者を確保することが必要であります。

　第二の課題は会員の活性化対策であります。

　本事業年度において新規会員を20口募集し、アクティブな会員の増加を図ります。

　また、会員の高齢化や休会員の増加に対する施策として、引き続きマスターズ会員制度の啓発の推進、個別に退会

や譲渡を希望されている方々や休会されている方々の会員権の譲渡促進を図ってまいります。

 

(4）財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当中間会計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について特段

の定めはありません。

 

２【事業等のリスク】

(1）当中間会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。

 

(2）継続企業の前提に関する重要事象について

　当中間会計期間末日における有利子債務残高が504,592千円と営業キャッシュ・フローに対して多額となっており

ます。

　また、新型コロナウイルス感染症の経済影響の深刻化により、財務の安定性を確保するため資金調達の不安定さを

招くことが考えられます。

　このような経済環境の中、当社の経営に重大な影響を与える可能性があります。

　こうした状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

　しかし、当該事象を解消又は改善するための下記のような対応策を講じることにより、継続企業の前提に関する重

要な不確実性はないと認識しております。

　中長期的に安定した収益基盤を築くため、引続き営業力を強化し、来場者数の増加を図るための売上高増強施策と

更なる経営効率化等の営業諸施策を策定し、営業収益の改善に努めてまいります。

　また、当事業年度において新規の会員募集を一口4,000千円で20口行うことを決定いたしております。

　なお、金融機関からの借入枠の増大及び優先償還株式の発行によりキャッシュ・フローの確保を図ることが可能で

あります。

　以上のことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと認識いたしております。

　なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間末日現在において判断したものであります。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

　当中間会計期間における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状

況の概要は次のとおりであります。

 

　①財政状態及び経営成績の状況

　当中間会計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症が再拡大を繰り返す中で、経済活動の正常化

に向けた動きが見受けられるものの、ウクライナ情勢の影響により原材料やエネルギーコストが高騰し、依然とし

て先行きが不透明な状態が続いております。

　ゴルフ業界においては、コロナ禍をきっかけに密を避けられるスポーツとして注目を集め、若年層や女性プレー

ヤーの増加が見受けられ、前年に引き続き来場者が増加いたしております。

　当中間会計期間において、当クラブの入場者は8,036名、前年同期比112.8％と増加いたしました。

　売上高は、236,159千円、前年同期比111.2％と増加いたしました。これは、来場者数が前年と比べ増加したこと

が主な要因です。

　売上原価と販売費及び一般管理費の合計は248,838千円、前年同期比103.2％と若干増加いたしております。これ

は、売上高が増加したことによる売上原価の増加と労務費の増加、燃料高騰による光熱費の増加が主な要因です。

　営業損失は12,679千円（前年同期は28,788千円）となりました。

　本事業年度において、新規会員募集を20口行い、更なる収益改善に努めてまいります。

 

　なお、セグメントごとの経営成績については、ゴルフ場事業の単一セグメントにつき記載しておりません。

 

　②キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、118,296千円（前年同期比66,168千

円の増加）となっております。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において営業活動による資金の増加は、33,820千円（前年同期は49,375千円の減少）となってお

ります。これは、売上債権の減少による収入（40,934千円）が主な要因であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において投資活動による資金の減少は、18,451千円（前年同期は10,604千円の減少）となってお

ります。これは、有形固定資産の取得による支出（18,451千円）によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において財務活動による資金の減少は、12,000千円（前年同期は20,000千円の獲得）となってお

ります。これは、長期借入金の返済による支出（12,000千円）によるものであります。
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③営業の状況

　当社は、ゴルフ場事業の単一セグメントであるため、事業部門別に記載しております。

 

ａ.売上収入

　当中間会計期間の販売実績は次のとおりであります。

事業部門等の名称
当中間会計期間

（自　令和４年１月１日
至　令和４年６月30日）

前年同期比(％)

年会費（千円） 44,583 101.8

グリーンフィ（千円） 54,226 126.8

キャディフィ（千円） 45,200 110.4

レストラン（千円） 32,309 135.6

プロショップ（千円） 4,936 112.7

施設利用料（千円） 31,476 115.5

登録・書換手数料（千円） 10,100 132.8

その他（千円） 13,327 61.1

合計（千円） 236,159 111.2

 

ｂ.入場者

　当中間会計期間の入場者実績は次のとおりであります。

区分
当中間会計期間

（自　令和４年１月１日
至　令和４年６月30日）

前年同期比(％)

営業日数（日） 142 95.9

メンバー（人） 2,258 105.1

ファミリー（人） 181 71.8

ゲスト（人） 5,597 118.5

合計（人） 8,036 112.8

　※当社は、季節的要因により、事業年度の上期と下期の間に経営成績の著しい変動があります。
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(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

①重要な会計方針及び見積り

　当社の中間財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この

中間財務諸表の作成にあたって、当社が採用している重要な会計方針は、「第５　経理の状況　１中間財務諸表等　

(1)中間財務諸表　注記事項（重要な会計方針）」に記載のとおりであります。

　なお、中間財務諸表の作成にあたって、資産・負債や収益・費用に影響を与える見積りは、一定の会計基準の範囲

内において過去の実績やその時点での入手可能な情報に基づき合理的に判断しておりますが、実際の結果は、これら

の見積りと異なる可能性があります。

 

②当中間会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析

　当社の当中間会計期間の営業成績は、入場者が8,036名、前年同期比112.8％と増加いたしました。コロナ禍をきっ

かけに密にならない屋外スポーツとして注目を集めたことで、家族や知人とのプライベートでの利用者が増加いたし

ました。

　売上高は236,159千円と前年同期と比べ23,922千円の増加（前年同期比111.2％）となっております。これは来場者

数が前年同期と比べ、913名増加したことが主な要因です。

　売上原価と販売費及び一般管理費においては7,812千円の増加となっております。

 

　当社の経営成績に重要な影響を与える要因としては、当社は、コースのクォリティ、サービス品質、併設する宿泊

施設等により、優位性を強調して顧客誘致を図っておりますが、ゴルフ業界におけるプレー料金の低価格化、少子高

齢化によるプレー人口の減少により中長期的には厳しい集客状況が想定されております。また、近年の猛暑や異常気

象等の天候不順や自然災害も来場者数に与える影響は大きいと判断いたしております。

　当社の資本の財源及び資金の流動性については、当社の運転資金のうち主なものは人件費とコースの整備・維持管

理に係る費用であり、投資活動においては、クラブハウス及びその付帯設備等の修繕・改修及びコースの改修、コー

ス管理機械の更新等に係る設備投資であります。当社は、事業活動において必要な流動性と資金の源泉を安定的に確

保することを基本方針としております。営業活動及び投資活動とも内部資金を財源として行うことを基本としており

ますが、財政状態により、必要に応じて関係会社や金融機関からの借入れを行うこととしております。
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４【経営上の重要な契約等】

　当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

５【研究開発活動】

　当中間会計期間において、特記すべき事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 17,000

優先償還株式 283,000

計 300,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行数

（株）
(令和４年６月30日)

提出日現在発行数
（株）

(令和４年９月30日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 11,890 11,890

非上場

(注１、２、３)

優先償還株式 237,060 237,060
(注１、２、３、

　 ４、５)

計 248,950 248,950 － －

　（注）１．普通株式・優先償還株式ともに単元株式数は20株であります。

　　　　２．発行済株式は、普通株式・優先償還株式ともに全て議決権を有しております。

　　　　３．株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。

　当会社の株式を譲渡するときは取締役会の承認を受けなければならない。

　　　　４．優先償還株式の内容は次のとおりであります。

　会社が自己株式の取得を実施する場合（特定の株主から取得する場合を除く）には、優先償還株式は普通

株式に優先して取得を請求する権利を有する。

　　　　５．優先償還株式の募集事項の決定については、当該種類の株式を引き受ける者の募集について、当該種類の株

式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減
額（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

令和４年１月１日～

令和４年６月30日
－ 248,950 － 30,000 － －
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（５）【大株主の状況】

  令和４年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

光明興業株式会社 大阪市中央区難波4丁目2番1号 110,980 44.5

村上　次男 兵庫県芦屋市 21,040 8.4

株式会社コナミアミューズメント 愛知県一宮市高田字池尻1番地 16,020 6.4

株式会社ダンシン 大阪市中央区難波4丁目2番1号 10,040 4.0

新明産業株式会社 堺市堺区海山町2丁123番地 8,040 3.2

株式会社天満正龍 大阪市中央区南船場3丁目11番8号 5,280 2.1

光明株式会社 大阪市中央区難波4丁目2番1号 5,040 2.0

株式会社ＫＣＡＭ 大阪市中央区難波4丁目2番1号 4,108 1.6

イノック株式会社 大阪市西区阿波座1丁目6番1号 3,840 1.5

奥田　保幸 大阪府東大阪市 3,460 1.3

計 － 187,848 75.4
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

令和４年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　　　60 － －

完全議決権株式（その他）

普通株式　　　11,440 572

当社において標準とな

る株式で権利内容に何

らの制限はありませ

ん。（注１）

優先償還株式

　　　　　　 237,060
11,853 （注１、２）

単元未満株式 普通株式　　　　 390 － －

発行済株式総数 248,950 － －

総株主の議決権 － 12,425 －

　（注）１．発行済株式は、普通株式、優先償還株式ともに全て議決権を有しております。

２．優先償還株式の内容は次のとおりであります。

　　　会社が自己株式の取得を実施する場合（特定の株主から取得する場合を除く）には、優先償還株式は普通

株式に優先して取得を請求する権利を有する。

 

②【自己株式等】

令和４年６月30日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社サイプレス

クラブ

兵庫県丹波市氷上

町三原２２９
60 － 60 0.0

計 － 60 － 60 0.0

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について
　当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）に

基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第35期中間会計期間（令和４年１月１日から令和４

年６月30日まで）の中間財務諸表について、公認会計士　北野参則氏ならびにシティア公認会計士共同事務所　公認

会計士　中村勝典氏により中間監査を受けております。

 

３．中間連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。

EDINET提出書類

株式会社サイプレスクラブ(E04730)

半期報告書

13/37



１【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(令和３年12月31日)
当中間会計期間

(令和４年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 114,926 118,296

売掛金 75,590 34,656

未収入金 3,422 618

未収還付法人税等 4,710 －

棚卸資産 20,259 23,001

前払費用 1,339 2,447

その他 893 396

流動資産合計 221,143 179,417

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※１ 144,541 ※１ 141,861

構築物（純額） 147,787 154,331

機械及び装置（純額） 757 617

車両運搬具（純額） 1,188 7,279

工具、器具及び備品（純額） ※３ 18,609 ※３ 18,178

立木 89,162 89,162

土地 ※１ 944,277 ※１ 944,277

リース資産（純額） 8,533 6,490

建設仮勘定 － 3,300

有形固定資産合計 ※２ 1,354,857 ※２ 1,365,499

無形固定資産   

ソフトウエア 43 －

無形固定資産合計 43 －

投資その他の資産   

長期貸付金 78,392 78,392

出資金 10 10

長期前払費用 818 613

差入保証金 22,484 22,484

長期未収入金 18,507 18,507

貸倒引当金 △95,363 △95,363

投資その他の資産合計 24,849 24,645

固定資産合計 1,379,751 1,390,144

資産合計 1,600,894 1,569,561
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(令和３年12月31日)
当中間会計期間

(令和４年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,076 4,279

１年内返済予定の関係会社長期借入金 ※１ 24,000 ※１ 24,000

関係会社短期借入金 268,000 268,000

リース債務 5,925 8,108

未払金 14,289 20,171

前受収益 92,730 48,666

預り金 7,603 37,231

未払消費税等 16,142 3,357

未払費用 24,463 31,709

未払法人税等 543 271

流動負債合計 457,773 445,795

固定負債   

関係会社長期借入金 ※１ 145,500 ※１ 133,500

長期借入金 60,000 60,000

リース債務 9,153 10,984

退職給付引当金 27,400 29,072

固定負債合計 242,054 233,556

負債合計 699,827 679,352

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,000 30,000

資本剰余金   

その他資本剰余金 835,712 835,712

資本剰余金合計 835,712 835,712

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 42,055 31,196

利益剰余金合計 42,055 31,196

自己株式 △6,700 △6,700

株主資本合計 901,067 890,209

純資産合計 901,067 890,209

負債純資産合計 1,600,894 1,569,561
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②【中間損益計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　令和３年１月１日
　至　令和３年６月30日)

当中間会計期間
(自　令和４年１月１日
　至　令和４年６月30日)

売上高 212,237 236,159

売上原価 165,341 178,318

売上総利益 46,895 57,840

販売費及び一般管理費 75,684 70,519

営業損失（△） △28,788 △12,679

営業外収益   

受取利息 0 0

不動産賃貸料 1,675 1,675

雑収入 2,611 2,558

営業外収益合計 4,286 4,234

営業外費用   

支払利息 2,169 2,142

営業外費用合計 2,169 2,142

経常損失（△） △26,671 △10,587

特別損失   

有形固定資産除却損 68 0

特別損失合計 68 0

税引前中間純損失（△） △26,739 △10,587

法人税、住民税及び事業税 270 270

法人税等合計 270 270

中間純損失（△） △27,010 △10,858
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間　（自　令和３年１月１日　　至　令和３年６月30日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 765,775 636,975 83,000 719,975 △620,037 △620,037 △6,700 859,012

当中間期変動額         

中間純損失（△）     △27,010 △27,010  △27,010

当中間期変動額合計 － － － － △27,010 △27,010 － △27,010

当中間期末残高 765,775 636,975 83,000 719,975 △647,048 △647,048 △6,700 832,001

 

  

 純資産合計

当期首残高 859,012

当中間期変動額  

中間純損失（△） △27,010

当中間期変動額合計 △27,010

当中間期末残高 832,001

 

当中間会計期間　（自　令和４年１月１日　　至　令和４年６月30日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 30,000 － 835,712 835,712 42,055 42,055 △6,700 901,067

当中間期変動額         

中間純損失（△）     △10,858 △10,858  △10,858

当中間期変動額合計 － － － － △10,858 △10,858 － △10,858

当中間期末残高 30,000 － 835,712 835,712 31,196 31,196 △6,700 890,209

 

  

 純資産合計

当期首残高 901,067

当中間期変動額  

中間純損失（△） △10,858

当中間期変動額合計 △10,858

当中間期末残高 890,209
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　令和３年１月１日
　至　令和３年６月30日)

当中間会計期間
(自　令和４年１月１日
　至　令和４年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純損失（△） △26,739 △10,587

減価償却費 10,923 11,349

長期前払費用償却額 204 204

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 2,169 2,142

有形固定資産除却損 68 0

売上債権の増減額（△は増加） 40,641 40,934

棚卸資産の増減額（△は増加） △3,586 △2,741

仕入債務の増減額（△は減少） 5,362 7,960

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,156 1,671

前払費用の増減額（△は増加） 391 △1,108

前受収益の増減額（△は減少） △42,167 △44,063

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,765 8,011

その他の流動負債の増減額（△は減少） △24,273 19,379

小計 △34,084 33,152

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △3,524 △3,500

法人税等の支払額 △11,765 4,167

営業活動によるキャッシュ・フロー △49,375 33,820

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △10,604 △18,451

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,604 △18,451

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 20,000 －

長期借入金の返済による支出 － △12,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 20,000 △12,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △39,979 3,369

現金及び現金同等物の期首残高 92,106 114,926

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１ 52,127 ※１ 118,296
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

　通常の販売目的で使用する棚卸資産

(1)評価基準

　　原価法

　（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(2)評価方法

　　商品・原材料・貯蔵品

　　　最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

　但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物　　　　　　　　５～35年

　構築物　　　　　　　５～37年

　機械及び装置　　　　６～８年

　車両運搬具　　　　　５～６年

　工具、器具及び備品　５～12年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

(3）リース資産

　所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(4）長期前払費用

均等償却

３．引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

　債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率によって、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しております。

(2)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（事業年度末時点の自己都合要支給

額を退職給付債務とする簡便法）の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる

額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①グリーンフィー、キャディフィー、プロショップ等のゴルフ場収入については、来場者のゴルフプレー料

金で、履行義務の内容はコースの貸し出しであり、サービスを提供した時点で収益を認識しております。

②レストラン収入については、直接来場者に食事の提供を行った時点で収益を認識しております。

③施設利用料は、サービスを提供した時点で収益を認識しております。

④登録・書換手数料については、会員資格を得たものが他の者に変更する場合の事務手数料で、当社におい

て会員が会員資格の承認を経た時点で収益を認識しております。

⑤年会費については、会員への情報提供や施設の利用に関する費用に充てる会費で、期間は１年間であり、

その期間にわたり収益を認識しております。

５．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日又は償還日の到来する流動性の高い、容易に換

金可能であり、かつ、価格の変動について僅小なリスクしか負わない短期的な投資からなります。

６．その他中間財務諸表作成のための重要な事項

該当事項はありません。
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（会計方針の変更）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」とい

う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　なお、収益認識会計基準等の適用による当中間会計期間の中間財務諸表の損益に与える影響はありません。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いによって

おりますが、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会

計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。これによる

当中間会計期間における期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。

　また、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち前中間

会計期間に係る比較情報については記載しておりません。

 

（表示方法の変更）

（時価算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当中間会計期間の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会

計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商

品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（令和２年３月６日内閣府令第９号）附則第３

条第２項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりま

せん。

 

（追加情報）

　新型コロナウイルス感染症の影響については、今後の広がり方や収束時期等を正確に予測することは困難な

状況にありますが、外部の情報源に基づく情報等を踏まえ、当該影響が概ね継続するものと仮定して検討して

おりますが、当中間期末の会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しております。

　前事業年度の有価証券報告書（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時

期等を含む仮定について重要な変更はありません。
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（中間貸借対照表関係）

※１　担保提供資産

　担保に提供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。

(1）担保提供資産

 
前事業年度

（令和３年12月31日）
当中間会計期間

（令和４年６月30日）

土地 942,127千円 942,127千円

建物 132,643 129,963

合計 1,074,770 1,072,090

 

(2）対応債務

 
前事業年度

（令和３年12月31日）
当中間会計期間

（令和４年６月30日）

関係会社長期借入金 169,500千円 157,500千円

(内、1年内返済予定額) （24,000） （24,000）

 

※２　有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度
（令和３年12月31日）

当中間会計期間
（令和４年６月30日）

401,635千円 410,006千円

 

 

※３　国庫補助金等による固定資産圧縮額

　過年度に取得した資産のうち、国庫補助金による圧縮記帳額は2,690千円であり、中間貸借対照表計上

額はこの圧縮記帳額を控除しております。

　なお、有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（令和３年12月31日）
当中間会計期間

（令和４年６月30日）

 千円 千円

工具、器具及び備品 2,690 2,690

合計 2,690 2,690

 

 

（中間損益計算書関係）

　１　当社は、季節的要因により、事業年度の上期と下期の間に経営成績の著しい変動があります。

 

　２　減価償却実施額

 
前中間会計期間

（自　令和３年１月１日
至　令和３年６月30日）

当中間会計期間
（自　令和４年１月１日
至　令和４年６月30日）

有形固定資産 8,057千円 11,305千円

長期前払費用 204 204
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間　（自　令和３年１月１日　　至　令和３年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 株式の種類
当事業年度
期首株式数
（株）

当中間会計期間
増加株式数
（株）

当中間会計期間
減少株式数
（株）

当中間会計期間末
株式数
（株）

普通株式 11,890 － － 11,890

優先償還株式 237,060 － － 237,060

合計 248,950 － － 248,950

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当事業年度
期首株式数
（株）

当中間会計期間
増加株式数
（株）

当中間会計期間
減少株式数
（株）

当中間会計期間末
株式数
（株）

自己株式     

普通株式 67 － － 67

 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

当中間会計期間　（自　令和４年１月１日　　至　令和４年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 株式の種類
当事業年度
期首株式数
（株）

当中間会計期間
増加株式数
（株）

当中間会計期間
減少株式数
（株）

当中間会計期間末
株式数
（株）

普通株式 11,890 － － 11,890

優先償還株式 237,060 － － 237,060

合計 248,950 － － 248,950

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当事業年度
期首株式数
（株）

当中間会計期間
増加株式数
（株）

当中間会計期間
減少株式数
（株）

当中間会計期間末
株式数
（株）

自己株式 67 － － 67

普通株式 67 － － 67

 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前中間会計期間

（自　令和３年１月１日
至　令和３年６月30日）

当中間会計期間
（自　令和４年１月１日
至　令和４年６月30日）

現金及び預金勘定 52,127千円 118,296千円

現金及び現金同等物 52,127 118,296
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（リース取引関係）

 

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

 

　(1）リース資産の内容

　　　　(ア)有形固定資産

　建物附属設備（冷凍冷蔵設備他）、機械及び装置（芝刈り機他）及び車両運搬具（乗用カート他）でありま

す。

 

　(2）リース資産の減価償却の方法

　　　　重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

 

EDINET提出書類

株式会社サイプレスクラブ(E04730)

半期報告書

24/37



（金融商品関係）

前事業年度（令和３年12月31日）

 

１．金融商品の時価等に関する事項

　令和３年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが困難と認められるものは含まれておりません。

 
貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

　（資産）    

（1)現金及び預金 114,926 114,926 －

（2)売掛金 75,590 75,590 －

（3)未収入金 8,132 8,132 －

（4)長期未収入金 18,507   

　貸倒引当金　※１ △16,970   

 1,537 1,537 －

（5)長期貸付金 78,392   

　貸倒引当金　※１ △79,392   

 0 0 －

資　産　計 200,187 200,187 －

 

 
貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

　（負債）    

（1)買掛金 4,076 4,076 －

（2)未払金 14,289 14,289 －

（3)関係会社短期借入金 268,000 268,000 －

（4)未払法人税等 543 543 －

（5)関係会社長期借入金 169,500 169,500 －

（6)長期借入金 60,000 60,000 －

（7)リース債務　※２ 15,078 13,984 △1,093

負　債　計 531,487 530,393 △1,093

※１　長期未収入金及び長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
※２　リース債務については、１年以内の支払予定のリース債務を含めております。
 

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資　産

（1)現金及び預金、（2)売掛金、（3)未収入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4)長期未収入金、（5)長期貸付金
　長期未収入金及び長期貸付金は、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異
なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。また、貸倒懸
念債権については、個別に担保及び保証による回収見込額等により、時価を算定しております。
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負　債

（1)買掛金、（2)未払金、（4)未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。

（3)関係会社短期借入金、（5)関係会社長期借入金

　関係会社短期借入金及び関係会社長期借入金は変動金利であり、短期間で市場を反映することから、時価

は帳簿価額と近似していると考え、当該帳簿価額によっております。

（6)長期借入金

　長期借入金は、新型コロナウイルス感染症の影響による信用保証制度を利用した兵庫県による制度融資を

利用しており実質無利子であり、時価は帳簿価額と近似していると考え、当該帳簿価額によっております。

（7)

リース債務

　時価については、元利金の合計額を、新規に同様にリース取引を行った場合に想定される利率で割り引い

た現在価値により算定する方法によっております。

 

当中間会計期間（令和４年６月30日）

 

１．金融商品の時価等に関する事項

　令和４年６月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが困難と認められるものは含まれておりません。

 
中間貸借対照表

計上額（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

　（資産）    

（1)長期未収入金 18,507   

　 貸倒引当金　※３ △16,970   

 1,537 1,537 －

（2)長期貸付金 78,392   

　 貸倒引当金　※３ △78,392   

 0 0 －

資　産　計 1,537 1,537  

 

 
中間貸借対照表

計上額（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

　（負債）    

（1)関係会社長期借入金　※４ 157,500 157,500 －

（2)長期借入金 60,000 60,000 －

（3)リース債務　※５ 19,092 17,930 △1,162

負　債　計 236,592 235,430 △1,162

※１　「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるための時価が帳簿価額
に近似するものであることから、記載を省略しております。

※２　「売掛金」「未収入金」「買掛金」「未払金」「関係会社短期借入金」については、短期間で決済され
る為、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

※３　長期未収入金及び長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
※４　関係会社長期借入金については、１年内返済要諦の関係会社長期借入金を含めております。
※５　リース債務については、１年以内の支払予定のリース債務を含めております。
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２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。

 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

（1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

　当該中間会計期間（令和4年6月30日）

　該当事項はありません。

 

（2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

　当該中間会計期間（令和4年6月30日）

区 分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

関係会社長期借入金 ― 157,500 ― 157,500

長期借入金 ― 60,000 ― 60,000

リース債務

（1年以内返済を含む）
― 19,092 ― 19,092

負債計 ― 236,592  236,592

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

関係会社長期借入金は変動金利であり、短期間で市場を反映することから、時価は帳簿価額はと近似してい

ると考え、当該帳簿価額により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金は、新型コロナウイルス感染症の影響による信用保証制度を利用した兵庫県による制度融資を利

用しており実質無利子であり、時価は帳簿価額と近似していると考え、当該帳簿価額により算定しており、

レベル２の時価に分類しております。

リース債務の時価は、元利金の合計額を新規に同様にリース取引を行った場合に想定される利率を用いて割

引現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（有価証券関係）

　　　　　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　当社はデリバティブ取引を行っていないので、該当事項はありません。

 

（ストックオプション等関係）

　該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

　該当事項はありません。

 

（賃貸等不動産関係）

　該当事項はありません。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分析した情報

 

　当中間会計期間　（自　令和４年１月１日　至　令和４年６月30日）

（単位：千円）

 
一時点で提供

されるサービス

一定の期間にわたり

提供されるサービス

顧客との契約

から生じる収益

 

その他

 

合　計

各種料金収入 139,990 ― 139,990 ― 139,990

レストラン収入 32,309 ― 32,309 ― 32,309

プロショップ収入 4,936 ― 4,936 ― 4,936

会費収入 ― 44,583 44,583 ― 44,583

登録・書換手数料収入 10,100 ― 10,100 ― 10,100

その他 4,239  4,239 ― 4,239

外部顧客への売上高 191,576 44,583 236,159 ― 236,159

 

２．収益を理解するための基礎となる情報

 

(1) 顧客との契約及び履行義務に関する情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項（会計方針）に記載のとおり

です。

 

３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計

期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識される収益の金額及び時期に関する

情報

 

(1) 契約負債の残高等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 当中間会計期間

契約負債（期首残高） 92,730

契約負債（期末残高） 48,666

　契約負債は事業年度の開始時期に会員より会員資格に基づく年会費を一括徴収した年会費収入の前受収益であ

ります。年会費収入は、一年間(１月１日から12月31日)に渡って履行義務が充足するものと判断し、履行義務の

充足に係る進捗度（月単位）に基づき収益を認識し、前受収益は収益の認識に伴い取崩されます。従って、事業

年度開始後に受け入れた年会費収入の前受収益の十二分の六分が当中間会計期間において収益認識され、残りの

十二分の六分は中間会計期間末の契約負債残高となり、下半期の収益認識に伴い取崩されます。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　令和３年１月１日　至　令和３年６月30日）

　当社は、ゴルフ場事業及びこれに付帯する業務の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

 

Ⅱ　当中間会計期間（自　令和４年１月１日　至　令和４年６月30日）

　当社は、ゴルフ場事業及びこれに付帯する業務の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

 

【関連情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　令和３年１月１日　至　令和３年６月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、

記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手がないため、記載はあり

ません。
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Ⅱ　当中間会計期間（自　令和４年１月１日　至　令和４年６月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、

記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手がないため、記載はあり

ません。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間会計期間（自　令和３年１月１日　至　令和３年６月30日）

　該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　令和４年１月１日　至　令和４年６月30日）

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前中間会計期間（自　令和３年１月１日　至　令和３年６月30日）

　該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　令和４年１月１日　至　令和４年６月30日）

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前中間会計期間（自　令和３年１月１日　至　令和３年６月30日）

　該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　令和４年１月１日　至　令和４年６月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 
前中間会計期間

（自　令和３年１月１日
至　令和３年６月30日）

当中間会計期間
（自　令和４年１月１日
至　令和４年６月30日）

(1）１株当たり中間純損失金額 108.52円 43.62円

（算定上の基礎）   

中間純損失金額（千円） 27,010 10,858

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間純損失金額（千円） 27,010 10,858

普通株式の期中平均株式数（株） 248,883 248,883

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失金額であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

 

 
前事業年度

（令和３年12月31日）
当中間会計期間

（令和４年６月30日）

(2）１株当たり純資産額 3,620.44円 3,576.81円

（算定上の基礎）   

純資産の部の合計額（千円） 901,067 890,209

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

（千円）
901,067 890,209

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

（期末）の普通株式の数（株）
248,883 248,883
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（重要な後発事象）

１．新会員募集について

　当事業年度において、新規会員を１口4,000千円で合計20口募集することを決定いたしました。

　新規会員募集額の内100千円は普通株式20株の申込証拠金として資本の部に繰り入れることと、残りの3,900千

円についてはプレー権収入として収益に計上することといたします。

　これによる損益に与える影響額は70,909千円となる見込みです。

２．令和４年９月24日開催の取締役会において、新規会員募集のため、令和４年12月30日を払込期日とする新株

発行の決議を行っております。

　その概要は次のとおりであります。

１．発行する株式の種類及び数　　　　　普通株式　　 400株

２．発行価額　　　　　　　　　　　　　１株につき 5,000円

３．発行価額の総額　　　　　　　　　　　　　 2,000,000円

４．資本組入額　　　　　　　　　　　　１株につき 2,500円

５．資本組入額の総額　　　　　　　　　　　　 1,000,000円

６．払込期日　　　　　　　　　　　　　　令和４年12月30日

７．新株の配当起算日　　　　　　　　　　令和４年12月30日

８．資金の使途　　　　　　　　　　　　　運転資金

 

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1)有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第34期）（自　令和３年１月１日　至　令和３年12月31日）令和４年３月30日近畿財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

 

  令和４年９月28日

株式会社サイプレスクラブ   

 

 取締役会　御中   

 

 北野公認会計士事務所

 兵庫県三田市

 公認会計士 北野　参則

   

 シティア公認会計士共同事務所

 東京都千代田区

 公認会計士 中村　勝典

中間監査意見

　私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社サイプレスクラブの令和4年1月1日から令和４年12月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（令和4年1月1日か

ら令和4年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算

書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

　私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して株

式会社サイプレスクラブの令和4年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（令和4年1月1日か

ら令和４年6月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

中間監査意見の根拠

　私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

における私たちの責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私

たちは、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間監査財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集

計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また重要な虚偽表示リスクに対応する

中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の

基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、

監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する

内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記

事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して

EDINET提出書類

株式会社サイプレスクラブ(E04730)

半期報告書

36/37



除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して

いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告

を行う。

 

利害関係

　会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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